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 中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づき、別紙の導入促進基本計画の

同意を得たいので協議します。 

 

 

  



別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

【人口構造】 

日本全体が人口減少社会となる中、令和２年の国勢調査では、多久市の人口は、

１８,２９５人であり、前回（平成２７年）調査時の１９，７４９人から１,４５４

人減少しており、７．３６％の減少率となっている。また、６５歳以上の人口の

割合は増加しており、前回調査時の３１．９％から３６．９％となり、全国平均

より高い水準となっている。 

 

 【産業構造】 

産業構造についても、令和２年国勢調査によると、第１次産業８．１％、第２

次産業２７．４％、第３次産業６４．５％となっており、第３次産業の構成が高

くなっている。 

  

【中小企業の実態】 

全業種に共通する課題として「大幅な賃上げ」のほか「経営者の高齢化・後継

者不足」、「構造的な人手不足」、「原材料・エネルギーコスト等の上昇」更には「自

然災害の頻発化・甚大化」、「アメリカの貿易政策」など様々な課題に直面してい

る。このことで、利益率が下がると共に経営環境が不安定となっており、これか

らの経営の見通しへの対応に苦慮している事業者が多くなっている。 

この様な中、特に多久市においては「人手不足と賃上げ」により営業時間を短

縮せざるを得ない事業者も散見され、中小企業・小規模事業者にとっては

生産性の向上は元より、まずは雇用を確保することが喫緊の課題とな

っている。また、「原材料・エネルギーコスト等の上昇」についても継続し

ており大変厳しい状況にある。  

こうした時代の転換期・変化の時期では事業者は過去の延長で日々

の経営を続けていく従来型のビジネスモデルでは立ちいかなくなる

中、時代に乗り遅れず中小企業・小規模事業者がこれからも生き残っ

ていくためには事業の効率化や販路の拡大並びに働き方改革など

様々な努力を重ねて稼ぐ力を高めていく必要がある。  

そのためには経営そのものの改善はもとより IT や DX・AI の活用な

どにおいて事業者自身が様々な工夫や努力を積極的に行い変化・成長

していくことが重要である。  

 

（２）目標 



導入促進基本計画を策定し、中小企業者の投資を促すことで、経済発展を目指す。

具体的な目標として、計画期間中に５件以上の先端設備等導入計画の認定を目標と

する。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画の認定事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関する

基本方針に定めるものをいう。）が、年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

中小企業者の幅広い取り組みを促すため、導入を促進する本計画の対象となる先

端設備等の種類は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備

等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

対象地域については、市内における全ての地域で中小企業者が事業を営んでおり

中小企業者による幅広い取り組みを促すため本計画の対象地域は市内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

対象業種・事業については、市内の事業者の業種・事業は特定の業種・事業に集

中しておらず、幅広い業種・事業が展開されていることから、対象業種・事業は、

全業種・全事業とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

導入促進基本計画の計画期間は令和７年６月２９日～令和９年３月３１日とす

る。 

  計画期間は原則として２年間であるところ、市全体及び商工労働分野における施  

策の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの協

調・連動を図るため、本計画の終期を令和９年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間、及び５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）人員の削減を目的とした取り組みは計画認定の対象としない。 

（２）市税の滞納がある事業者は計画認定の対象としない。 

（３）公序良俗に反する取り組みや、反社会勢力と関係が認められる事業者は計画認

定の対象としない。 


